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１ 推進施策について 

（１）施策の種類 

推進施策は、今後本市が本計画の目標達成に向けて推進していく取組みのことです。本

計画では、推進施策のうち、計画期間内に特に重点的に進めていく取組みを「重点施策」、

従前より取り組んでおり、今後も継続していく取組みを「継続施策」に大別しました。  

第３章で示した４つの基本方針に基づいて、 13 の重点施策と 14 の継続施策を位置づけ

ました。施策によっては複数の基本方針に関わるものもあるため、各基本方針との関係性

を以下の表で示しています。  

 
 

施策と基本方針の対応表 

基本方針 
位置 

づけ 
No. 施策名 

基

本 

方

針 

１ 

基

本 

方

針 

２ 

基

本 

方

針 

３ 

基

本 

方

針 

４ 

1 

みどりの 

保全・創出

と機能の 

向上 

重点 

1-1 樹林地の保全と機能の維持増進 ◎ △ ○ △ 

1-2 
近郊緑地保全区域等の保全と近郊緑地特別保全

地区指定の検討 
◎   ○   

1-3 農地のみどりの保全 ◎   ○ △ 

1-4 公共施設におけるグリーンインフラの導入 ◎ ○ ○   

継続 

1-5 都市緑地法の適切な運用 ◎ △ △ △ 

1-6 みどりの基本条例の適切な運用 ◎ △ △ △ 

1-7 風致地区制度の適切な運用 ◎  △  

1-8 土地利用調整関連条例の適切な運用 ◎  △  

1-9 保安林制度の適切な運用による保全の継続 ◎  △  

1-10 

「湘南国際村めぐりの森」及び「重点的に緑地

の保全に配慮を加えるべき地区」に関する緑地

の保全・再生等 

◎  ○ △ 

1-11 景観重要樹木の指定による保全の継続 ◎  △  

1-12 公共施設の緑化の推進 ◎ ○ △  

1-13 県及び近隣自治体との広域的な連携の推進 ◎  ○  

〔凡例 〕◎：特に関連する ○：関連する △：一部関連する 
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施策と基本方針の対応表 

基本方針 
位置

づけ 
No. 施策名 

基

本 

方

針 

１ 

基

本 

方

針 

２ 

基

本 

方

針 

３ 

基

本 

方

針 

４ 

2 
魅力ある 

公園づくり 

重点 

2-1 地域ニーズをふまえた公園機能の再編 ○ ◎   △  

2-2 安全・安心と防災力のある公園づくり ○  ◎     

2-3 
集客や魅力あるまちづくりに資する公園の整

備・管理 
○ ◎   △ 

2-4 効率的かつ効果的な公園の整備・活用の促進 ○ ◎ △ △ 

継続 2-5 （仮称）三浦半島国営公園の誘致の推進 ○ ◎ △ △ 

3 

生物多様性 

の保全と 

活用 

重点 

3-1 森林・里山環境の保全と活用 ○   ◎ △  

3-2 水辺環境の保全と活用 ○  ◎ △ 

3-3 外来生物対策の推進 △  ◎  

継続 
3-4 指定文化財（天然記念物）の保全の継続 △  ◎ △ 

3-5 公共施設における自然植生等の保全 △ ○ ◎ △ 

4 

みどりと 

自然の 

めぐみの 

継承 

重点 
4-1 みどりや生きものに対する意識の向上 △    △ ◎ 

4-2 自然に関する環境教育・環境学習の実施 △ △  △ ◎ 

継続 

4-3 
みどりの基金の充実に向けた新たな財源確保手

法の検討・実施 
○  △ ◎ 

4-4 
産・学・官等の連携及び役割分担によるみどり

の保全・創出等の推進 
△ △ △ ◎ 

 〔凡例 〕◎：特に関連する ○：関連する △：一部関連する 
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（２）重点施策の見方 

 重点施策における各項目の内容は以下のとおりです。  

 

《○ -○》施策名：施策番号と施策名を明記しています    SDGs マッピング※4 

〇事業区分※1 〇実施主体※2 〇関連者※2 

●方針と目標 

施策の方針と目標を明記しています。  

 

●取組み内容 

施策における具体的な取組み内容を明記しています。  

 

〇担当部署※3  

 

 

 

○※1事業区分 

新規事業：新たに計画に位置付け、検討や実施していく施策  

拡充事業：前計画（令和４年度中間見直し）から内容等を拡充して実施する施策  

継続事業：前計画（令和４年度中間見直し）から継続して実施する施策の中でも、  

特に注力していく施策  

 

○※2実施主体と関連者 

取組みを実施する主体及び関連者を「神奈川県」「市」「市民等（市民や NPO、土地所有者

等）」「企業等（連携、支援）」の区分により明記しています。  

 

○※3担当部署 

施策を所管する部局名等を明記しています。（令和７年３月時点の名称）  

 

○※4 SDGsマッピング 

関連する SDGs の開発目標を記載しています。  

 
 
  

１：貧困       10：不平等    
２：飢餓       11：持続可能な都市 

３：保健       12：持続可能な消費と生産 
４：教育       13：気候変動 
５：ジェンダー    14：海洋資源 

６：水・衛生     15：陸上資源 
７：エネルギー    16：平和 
８：経済成長と雇用  17：実施手段 

９：インフラ、産業化、 
  イノベーション 
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２ 施策の具体内容 

基本方針１：みどりの保全・創出と機能の向上 

【重点施策】 

《1-1》樹林地の保全と機能の維持増進 
 

〇拡充事業 〇実施主体：市 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

樹林地や竹林の整備を行い、樹林地等がもつ防災、炭素固定、流域治水、生物多様性の確

保などの多面的な機能の向上を図る。また、民有地を含む樹林地の安全性を第一に考えた

取組みや保全手法の検討を行う。なお、近郊緑地特別保全地区の樹林地整備の際は、状況に

応じて都市緑化支援機構（都市緑地法第 69 条第１項に基づき国土交通大臣が指定する法人）

へ整備の要請を行う。  

 

●取組み内容 

・近郊緑地特別保全地区をはじめとした樹林地、竹林の整備（機能維持増進事業）の実施  

・安全性を第一に考えた民有樹林地の保全手法の検討  

・既成宅地立木伐採工事助成制度の適切な運用  

 

〇担当部署：建設部  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

樹林地の分布状況 
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○樹林地の現状 

高木の大径木化と灌木類

の繁茂が進んだことによ

り、林内が暗く、下層植生

が生育せずに表土が流出

している。 

○整備後の樹林地の状態 

樹木が適度な密度で生育

しており、林内が明るく、

下層植生や若木が健全に

生育している。 

○整備内容 

大径木や枯損木を中心に、

択伐や間伐を実施すると

ともに、必要に応じて作業

道や土砂流出防止の施設

を造る。 

○伐採した樹木の活用方針 

・表土流出を防止するためのそだ柵として活用する。 

・伐採木の搬出が可能な場合は、木材としての利用や、 

バイオマス発電の燃料としての有効活用を図る。 

 

○生物多様性の確保に関する目標（目標とする植生） 

→落葉広葉樹や下層植生が生育し、多様な生きものが生息や生育、繁殖する環境を目指す。 

 

伐採木を活用したベンチ 

樹林地の機能維持増進事業とは 

 
樹林地が持つ様々な機能がより発揮されるように整備を実施すること。本市では、これまで

危険木処理など凍結的な管理がなされてきた近郊緑地特別保全地区等の樹林地で択伐や間伐

等を行い、樹林地の機能の維持増進を図っている。 

 

〇樹林地に求められる機能 

土砂災害防止／CO２吸収・水循環／生物多様性保全／健康増進・教育の場／景観形成／防風・

防潮／ヒートアイランド現象の緩和  など 
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《1-2》近郊緑地保全区域等の保全と近郊緑地特別保全地区指定の検討 
 

〇拡充事業 〇実施主体：市 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

「首都圏近郊緑地保全法」及び「都市緑地法」に基づき、土地利用行為の規制や制限を行

い、みどりの保全を図る。特別保全地区において、不許可処分となった土地の所有者から申

し出があった場合には、土地の買い取りに向けた手続きを行う。また、近郊緑地保全区域に

おいて、特に良好な環境や機能を有する区域の近郊緑地特別保全地区への指定を検討する。 

 

●取組み内容 

・近郊緑地保全区域等の維持、保全 

名称 近郊緑地保全区域 近郊緑地特別保全地区 

衣笠・大楠山近郊緑地保全区域    685.0ha  49.5ha 

武山近郊緑地保全区域    327.0ha 194.5ha 

合計 1,012.0ha 244.0ha 

・土地利用規制及び制限の実施 

・定期的なパトロールの実施 

・近郊緑地特別保全地区の指定に向けた調査や関係機関との協議 

 
〇担当部署：建設部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近郊緑地保全区域等の指定状況 
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《1-3》農地のみどりの保全 
 

〇継続事業 〇実施主体：市 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

良好な都市環境の形成や災害防止等の多様な機能がある生産緑地の保全のため、市街化

区域内の農地等を特定生産緑地への移行促進するとともに、農業振興地域整備計画に基づ

く農業振興により、「農業振興地域内農用地」の保全を図る。また、農家と農地所有者を結

び付ける取組みやよこすか野菜の PR を進めることで、耕作地や生産量の減少の防止を図る。

このほか、環境配慮のための土づくりに対する補助を継続する。  

 

●取組み内容 

・期限を迎える生産緑地について、地権者へ特定生産緑地への移行に向けた情報提供  

・農業振興地域整備計画に基づき、「農業振興地域内農用地」の面積を維持  

・農家や農業を始めたい人と農地所有者のマッチングの拡大  

・よこすか野菜の情報発信、イベント等での販売による PR 

・緑肥作物を導入した土づくりに対する補助の継続  

 

〇担当部署：経済部 

 

 
  

横須賀市では、生産量全国７位（令和５年度

作物統計調査）のキャベツを中心に、大根、カ

ボチャなどのおなじみの野菜から、イタリアン

やフレンチなどで使われるカラフルで珍しい西

洋野菜まで、1 年を通して多種多様な野菜が生

産されています。 

こうした横須賀市内で生産される品質の高い

野菜を「よこすか野菜」として認知度向上、イ

メージアップを図るため、生産者や民間事業者

等と連携した取組みを進めています。 

また、よこすか野菜のレシピを載せたガイドブ

ックの作成や SNS 等を活用し、市内外に PR を

行っています。 

よこすか野菜 
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《1-4》公共施設におけるグリーンインフラの導入 
 

〇拡充事業 〇実施主体：市 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

公共施設における防災、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の確保、Well-being 等

の機能を向上させるため、これらの機能向上に寄与するグリーンインフラの導入を推進す

る。  

 

●取組み内容 

・グリーンインフラの導入に関して、必要な情報を精査し、導入可能な取組みを検討  

・施設の整備、改修時は植栽や透水性舗装、生物多様性への配慮等のグリーンインフラの

観点から実施することを検討  

・[公園］自然環境を有する公園や生物多様性の確保に寄与する都市公園等の適切な維持

管理と活用の検討  

・ [港湾］港湾緑地の新規整備と適切な維持管理（整備予定地：２箇所 0.5ha）  

・ [道路］街路樹整備ガイドラインに基づいた街路樹等の適切な維持、管理  

・［道路］車両や歩行者の安全性を考慮したうえで、枯死等により撤去した樹木の補植や  

ポケットパークなどのオープンスペースの確保の検討  

・ [河川］河川施設の改修等の際は、生きものの生息や生育、繁殖並びに流域治水に配慮  

した河川となるような整備を推進  

 

〇担当部署：全庁 
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【継続施策】 

 

 

 

 

  

《1-5》 都市緑地法の適切な運用  

方針・取組み 

・緑化重点地区における緑化の推進 

・土地利用時の緑地協定の認可に向けた指導等と既協定区域の今後のあり方の検討 

・市民緑地認定制度の運用に向けた体制整備の検討 

主な 

関連部署 
建設部 

SDGs 

マッピング 

 

《1-6》 みどりの基本条例の適切な運用  

方針・取組み 

・自然林保全制度の運用による自然林の保全 

・市街化区域内樹林地保全支援制度の運用による市街化区域の樹林地の保全 

・みどりの寄附制度の適切な運用による良好な樹林地の保全 

・民有地の緑化支援の新たな手法の検討 

主な 

関連部署 
建設部 

SDGs 

マッピング 

 

《1-7》 風致地区制度の適切な運用 

方針・取組み 

・風致地区条例及び関係法令に基づいた土地利用行為の規制や指導等による風致に優れ

たみどりの保全 

・必要に応じて、新規指定や拡大指定に関する検討 

主な 

関連部署 
建設部 

SDGs 

マッピング 

 

《1-8》 土地利用調整関連条例の適切な運用  

方針・取組み 

・「適正な土地利用の調整に関する条例」（市）に基づいた、土地利用時における斜面

緑地の保全及び指導 

・景観に配慮した緑化等、周囲のみどりと調和した土地利用となるよう調整 

主な 

関連部署 
建設部、都市部 

SDGs 

マッピング 
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《1-9》 保安林制度の適切な運用による保全の継続  

方針・取組み 

・「森林法」に基づき、保安林の適切な維持管理 

・新たな指定の案件が生じた際の指定に向けた調整などに関し、必要に応じて神奈川県

と連携を推進 

主な 

関連部署 
建設部、神奈川県 

SDGs 

マッピング 

 

《1-10》 
「湘南国際村めぐりの森」及び「重点的に緑地の保全に 
配慮を加えるべき地区」に関する緑地の保全・再生等 

 

方針・取組み 
・神奈川県の「湘南国際村基本計画」に基づいた、みどりの再生活動と「重点的に緑地

の保全に配慮を加えるべき地区」に定めた大楠緑地及び子安緑地の保全に向けた連携 

主な 

関連部署 
建設部、神奈川県 

SDGs 

マッピング 

 

《1-11》 景観重要樹木の指定による保全の検討  

方針・取組み 

・景観法に基づいた、「景観重要樹木」の適切な指定の継続と、新たに保全を必要とす

る対象が確認できた場合の指定の検討 

・既指定樹木の周知 

主な 

関連部署 
都市部 

SDGs 

マッピング 

 

《1-12》 公共施設の緑化の推進  

方針・取組み 
・「公共施設の緑化等ガイドライン」を適切に運用し、公共施設における緑化や育成管理 

・記念植樹の実施について検討 

主な 

関連部署 
全庁 

SDGs 

マッピング 

 

《1-13》 県及び近隣自治体との広域的な連携の推進  

方針・取組み 

・みどりのネットワークの形成に貢献するため、県及び近隣市町等と生物多様性の確保

やみどりに関する情報等を共有、連携 

・三浦半島の自然環境の保全、活用に関する連携会議の実施 

・多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議への参加 

・自然保護奨励金（神奈川県事業）の適切な運用のための県との連携 

主な 

関連部署 
建設部、神奈川県、近隣市町 

SDGs 

マッピング 

 



資
料
編

第
６
章

第
５
章

第
３
章

第
２
章

第
１
章

第
４
章

69 

基本方針２：魅力ある公園づくり 

【重点施策】 

《2-1》地域ニーズをふまえた公園機能の再編 

 

〇新規事業 〇実施主体：市 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

年代別の人口状況及び分布や、各世代の多様なニーズを把握し、身近な公園の適切な維

持管理に努める。これにより、子どもの遊び場の確保や高齢者の利用への対応等を図ると

ともに、子育て世代を含む地域住民の交流や心身の健康増進につながる質の高い公園づく

りを行う。  

 
●取組み内容 

・湘南鷹取地区 (鷹取小学校区 )をモデル地区に設定し、公園利用状況や地域ニーズを考

慮した公園機能の再編、集約  

・各地区の学区における公園の機能やニーズの調査  

・公園プール跡地等の公園機能の再編（富浦公園、鷹取公園等）  

 

〇担当部署：建設部 

 
 
 
 
 
 
 

  

公園機能の再編の考え方 

・本市の都市公園は、公園の誘致距離による均等配分を重視して整備した結果、公園施設や機能の重

複がみられる。しかし、都市公園ごとに求められるニーズが異なることから、地域ニーズをふまえ

た公園機能の再編を推進する。 

・一定の地域（町内会等）において、老朽化により整備が必要となる公園が複数存在する場合や、個別の

公園施設の改廃等に伴い区域を一体とする場合に、公園機能の再編の検討する。 

 

 

一定規模以上で利
用頻度が高い 

機能重複 

機能重複 

＜再編後＞ ＜現状＞ 

機能選択 

利用頻度が低い 
複数の都市公園間
で機能を選択 × 
× 

対象区域の核となる公園 

多様な機能
を確保 

特定の機能
を選択 

利用頻度が低い 
× 

× 
需要に合
わせ維持
管理 

利用頻度が高い 
都市公園の機能選択 現状維持 

都市公園の機能集約 
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《2-2》安全・安心と防災力のある公園づくり 

 

〇継続事業 〇実施主体：市 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

誰もが安心して利用できるための施設整備や、老朽化した施設の更新を計画的に進める。

また、地域防災計画等の防災における位置づけを踏まえ、災害時の防災拠点（避難拠点、物

流拠点）となる公園の維持や安全性を優先した維持管理を行う。  

 

●取組み内容 

・公園施設のバリアフリー化、老朽化への対策  

・避難拠点となる公園の適切な維持管理  

 

〇担当部署：建設部 

 
 
 

《2-3》集客や魅力あるまちづくりに資する公園の整備・管理 

 

〇継続事業 〇実施主体：市 〇関連者：企業等、市民等 

●方針と目標 

交流の拠点となる公園や歴史的、文化的資産と一体となった公園について、様々な整備

手法の導入や、利活用を促進することで、地域のブランド力や魅力の向上、交流人口の増加

を目指す。また、公園の整備、管理の際には、パークマネジメントの視点を積極的に取り入

れる。  

 

●取組み内容 

・交流の拠点となり、地域の活性化につながる公園の整備や管理、活用の検討  

・スポーツや音楽等のエンターテイメントイベントへの活用促進と積極的な協力体制

づくり  

・ルートミュージアム関連施設の整備、活用  

 

〇担当部署：建設部、文化スポーツ観光部 
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《2-4》効率的かつ効果的な公園の整備・活用の促進 

 

〇継続事業 〇実施主体：市、企業等 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

Park-PFI や指定管理者制度等を活用し、民間のノウハウを活かした質の高いサービスの

実現や公園の利活用を促進する。また、施設やイベントの情報を積極的、効果的に発信する

ことで、市の内外を問わず幅広い世代に広く周知を図る。  

加えて、都市公園法の改正等による新たな取組みについても、必要に応じて導入の可能

性を検討する。  

なお、公園の整備、活用の際には、パークマネジメントの視点を積極的に取り入れる。  

 

●取組み内容 

・公園ごとの特性やスケールメリットを活かした管理運営を目指し、 Park-PFI や指定管

理者制度の導入を推進  

・ SNS やメディア等の積極的な活用、類似施設や近隣施設との連携を図り公園を PR 

・必要に応じて立体公園制度や借地公園制度、少子高齢化時代に向けた公園内施設の設

置等、都市公園における新たな取組みの導入可否について検討  

 

〇担当部署：建設部 
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【継続施策】 

 

 

《2-5》 （仮称）三浦半島国営公園の誘致の推進  

方針・取組み 

・「三浦半島国営公園」の誘致実現に向け、「三浦半島国営公園設置促進期成同盟会」

の活動に参加 

・イベントの開催や要望活動の実施 

主な 

関連部署 
建設部 

SDGs 

マッピング 

 

Park-PFI 

Park-PFI のイメージ図 

（出典：国土交通省） 

Park-PFI（Park-Private Finance Initiative）は

民間事業者が飲食店や売店等といった収益施設の設

置と都市公園を一体的に整備や管理を行う制度です。

都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の

財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利

用者の利便の向上を図る新たな整備、管理手法になり

ます。 

本市における Park-PFI は「長井海の手公園（ソレ

イユの丘）」で導入しており、「三笠公園」、「大矢部み

どりの公園」の２公園でも活用予定です。 

長井海の手公園（ソレイユの丘） 
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基本方針３：生物多様性の保全と活用 

【重点施策】 

《3-1》森林・里山環境の保全と活用 
 

〇拡充事業 〇実施主体：市、市民等、企業等 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

森林や里山環境における保全、活用事業を推進し、生物多様性を確保、推進するととも

に、人々が身近な自然にふれあえる場と機会を創出する。また、森林や里山環境の保全、活

用事業の民間参入を促し、効率的、効果的な保全、活用を進める。  

 

●取組み内容 

・野比かがみ田緑地と長坂緑地における里山的環境保全、活用事業の継続  

・森林や里山環境の保全、活用を実施している団体の支援の継続  

・森林や里山環境の調査を実施し、希少種等の保全手法を検討  

・自然観察会等のイベント、環境教育の場として活用  

・横須賀市民官連携推進 WEB サイト「 OPEN GATE YOKOSUKA」を通じて、民間企業等の様々

な主体の参加を促し、参入した企業等を支援  

・良好な環境を有する場所について、必要に応じて、自然共生サイトへの申請を検討  

 

〇担当部署：建設部 

 

 
  

三浦半島の谷戸景観を残す長坂緑地や野比かがみ田緑地を中心に、湿地や斜面林に生息する

多様な生物の生息地を保全するため、市民、事業者、市が連携して、里山をモデルにした水田

再生や雑木林の手入れを継続的に行い、里山的環境を保全しています。また、市民向けの米作

りのイベントや観察会等を実施し、市民が自然にふれあえる機会を作り、生物多様性保全のた

めの普及、啓発をしています。 

このような取組みを行ってきた結果、令和５年度（2023 年度）には、野比かがみ田緑地が、

環境省の自然共生サイトに認定されました。 

里山的環境保全・活用事業 

長坂緑地 野比かがみ田緑地 
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《3-2》水辺環境の保全と活用 
 

〇拡充事業 〇実施主体：市、市民等、企業等 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

多様な生きものの生息や生育、繁殖の場となる水辺ビオトープやため池、自然海岸など

の水辺環境の保全、活用を行うとともに、公共施設の整備等の際は、水辺ビオトープの整備

や再生を検討していく。また、藻場の保全や再生など、ブルーカーボンの活用を含めた沿岸

域の生物多様性の確保に関わる事業を進める。さらに、必要に応じて水辺環境の保全、活用

事業の民間参入を促し、効率的で効果的な保全、活用を進める。  

 

●取組み内容 

・水辺環境の生物多様性の保全を考慮した維持管理を実施（芦名堰）  

・水辺環境の保全や再生、活用をしている団体の支援の継続  

・公共施設の整備等の際は、水辺ビオトープの整備や再生を検討  

・水辺環境の調査を実施し、希少種等の保全手法を検討  

・自然観察会等のイベント、環境教育の場として活用  

・藻場の保全、再生事業を実施  

・横須賀市民官連携推進 WEB サイト「 OPEN GATE YOKOSUKA」を通じて、民間企業等の様々

な主体の参加を促し、参入した企業等を支援  

・良好な環境を有する場所について、必要に応じて、自然共生サイトへの申請を検討  

 

〇担当部署：全庁 
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三浦半島は三方を海に囲まれ、海の生物多様性の保全が私たちにとって身近な課題となって

います。海の中に広がる藻場は、多くの水生生物のすみかとなり、産卵場所や幼魚の成長の場

として重要な役割を果たすとともに、水中の有機物の分解や、栄養塩類や炭酸ガスを吸収し、

酸素を供給するなど海水の浄化の働きも担っています。 

しかし近年、地球温暖化をはじめとする気候変動などの影響によって、藻場が失われる「磯

焼け」が各地で深刻化しています。 

横須賀市では、市民や漁業協同組合、研究機関などと協力し、食害生物の駆除やカジメの藻

場造成、市民参加型の海草植え付け体験会など、さまざまなアプローチで海辺の環境保全や藻

場の造成に取り組んでいます。 

さらに藻場（海草・海藻）は、温室効果ガスの一つである二酸化炭素を吸収し貯留する炭素

「ブルーカーボン」の取組みとしても、注目されています。横須賀市でも新たに再生や創出し

た藻場を測定し、二酸化炭素吸収量の測定にも挑戦しています。 

海は様々なまちとつながっており、海への影響は一つの自治体だけで解決できるものではあ

りません。横須賀市では同じ課題を抱える三浦半島内の各市町とも連携し、それぞれが持つ知

見や手法を共有しながら、より効果的な保全の取組みを進めています。  

海での生物多様性保全の取組み 
～藻場の造成～ 

藻場の様子 コアマモ植え付け体験 
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《3-3》外来生物対策の推進 
 

〇継続事業 〇実施主体：市、市民等 〇関連者：神奈川県、市民等 

●方針と目標 

生態系への影響や生活、農業被害の低減を図るため、哺乳類の特定外来生物等〔アライグ

マ、クリハラリス（タイワンリス）、ハクビシン〕の防除を行う。さらに、三浦半島の生態

系に影響を及ぼしている他の特定外来生物等の外来の動植物の排除を目指し、体制や手法

などを検討していく。  

また、外来生物による生態系への被害状況や防除の必要性、餌付けの禁止等について、市

民に広く周知し、防除への啓発等を図る。  

 

●取組み内容 

・アライグマやクリハラリス（タイワンリス）、ハクビシンの防除の推進  

・特定外来生物等の外来種に関する情報収集と防除に向けた対応策の検討  

・市 HP、チラシ等による外来生物等に関する情報発信  

 

〇担当部署：建設部  

  

外来生物法とは、特定外来生物による生態系、人の生命や身体、農林水産業への被害を防止

し、生物多様性の確保、人の生命や身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通

じて、国民生活の安定、向上に資することを目的とした法律です。問題を引き起こす海外起源

の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取り扱

いを規制し、特定外来生物の防除等を行っています。本市では、アライグマとクリハラリス

（タイワンリス）を業者及び市民の協力を得て駆除しています。 
 

本市の特定外来生物捕獲実績 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

アライグマ(頭) 185 294 204 230 356 

クリハラリス 
(タイワンリス) 
(頭) 

3,004 4,937 3,583 2,661 4,183 

 

外来生物法 

アライグマ クリハラリス（タイワンリス） 
（出典：環境省外来生物写真集） 
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【継続施策】 

 

 

  

《3-4》 指定文化財（天然記念物）の保全の継続  

方針・取組み 
・「文化財保護条例（県）」及び「文化財保護条例（市）」に基づき、 

神奈川県と連携しながら既指定の天然記念物の自然林を保全 

主な 

関連部署 
教育委員会、神奈川県 

SDGs 

マッピング 

 

《3-5》 公共施設における自然植生等の保全  

方針・取組み 
・「公共施設における自然植生の保全に向けた考え方」を適切に運用し、 

自然植生を保全 

主な 

関連部署 
全庁 

SDGs 

マッピング 

 

横須賀市民官連携推進 WEB サイト（OPEN GATE YOKOSUKA）における情報発信も通じて、自然共

生サイトでの連携や本市の景観を特徴づける里山環境を保全する活動や自然海岸を保全する活動

など、本市の生物多様性保全に貢献したい事業者との連携を進めていきます。 

事業者との連携協働 

市

土地所有者、
保全活動団体

本市の生物多様性保全
に貢献したい事業者

仲介

自然共生サイトへの登録、
保全活動に関する協定等

市有地の紹介

＜期待される活動＞ 
・樹林地の管理 
・景観の保全 
・市民向けの観察会、 
 体験型イベント 
・生物モニタリング・ 
 評価 

＜期待される活動＞ 
・樹林地の管理 
・湿地環境の保全 
・市民向けの観察会、 
 体験型イベント 
・生物モニタリング・ 
 評価 

＜期待される活動＞ 
・草刈り、米作りなど   
 の農業活動への支援 
（里山環境における 
 生物の保全活動） 
・市民向け観察会、 
 体験型イベント 
・生物モニタリング・  
 評価 

例：樹林地 例：水辺 例：里山 
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基本方針４：みどりと自然のめぐみの継承 

【重点施策】 

《4-1》みどりや生きものに対する意識の向上 
 

〇拡充事業 〇実施主体：神奈川県、市、市民等 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

市は、市民等が生物多様性に関する理解を深め、その重要性を認識できるよう、みどりや

生きものにふれる機会及び生物多様性保全に資する活動に参加する機会をつくり、市民の

積極的な参加を促す。公園や博物館等の市内施設の利用者の増加を図ることにより、みど

りや生きものを守る意識の向上を目指し、普及啓発活動や情報発信を行う。  

また、コミュニティ形成や健康増進等にも寄与するボランティア活動等についても情報

発信するとともに、体制づくりについて検討する。  

 

●取組み内容 

・市民有志「いきもの調査隊」による生物調査の実施と SNS 等を活用した生物調査の導入

の検討  

・市内の公園や博物館施設等での観察会や市民参加型の体験イベント、ワークショップ

等の実施  

・自然環境講演会の開催  

・本市自然・人文博物館での企画展示等の開催  

・関係部署が連携し、市内の公園や博物館施設等による情報発信の実施  

・市職員の知識を向上させるための研修等の実施  

・市民による花いっぱい運動の実施  

・里山的環境保全に取り組んでいる土地におけるボランティア養成、民間企業等の多様

な主体による保全、活用の取組みの継続、支援  

・人材活用や人づくり手法の検討  

・市民による生物調査参加の取組みの検討  

・自然環境活動団体の活動に対する情報発信や広報等の支援の継続  

 

〇担当部署：建設部、教育委員会、神奈川県 

 
 



資
料
編

第
６
章

第
５
章

第
３
章

第
２
章

第
１
章

第
４
章

79 

 
 
 
 
  

生物多様性の普及・啓発のために、自然・人文博物館の協力を得て、自然観察会と自然環境

講演会を毎年開催しています。自然観察会については、市民の参加者を公募し、博物館学芸員

や専門家の方を講師とし、市内の公園や野比かがみ田緑地で、季節ごとの生きものを観察して

います。令和４年度（2022 年度）からは「横須賀いきもの調査隊」の取組みを始めました。こ

れは、観察会を身近な生きものの探し方や見分け方を学ぶ場とし、その後自分たちで身近な生

きものを観察し、観察した結果を調査票として作成することとしています。この取組みを始め

てから、小学生以下の参加者が多くなりました。その保護者の方も巻き込んで、生きものとふ

れあうことで、生物多様性を自分たちの身近な課題として考える機会になっています。 

自然環境講演会は、平成 24 年度（2012 年度）から毎年開催しています。講演者は大学の教

授や研究者などの有識者で、動植物や考古学など様々な視点から自然環境について考える機会

となっています。講演会は、横須賀市自然・人文博物館の「みんなの理科フェスティバル」と

同時に博物館又は隣接の文化会館で開催しており、博物館と協力して生物多様性保全の普及・

啓発に努めています。 

生物多様性の普及・啓発のための取組み 
～自然観察会と自然環境講演会～ 

自然観察会の様子 講演会の様子 
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《4-2》自然に関する環境教育・環境学習の実施 
 

〇継続事業 〇実施主体：市、市民等 〇関連者：市民等 

●方針と目標 

自然に関する意識向上のため、環境教育、環境学習を実施し、併せて人材育成を推進していく。 

 

●取組み内容 

・市内の小学校等における環境教育の実施 

・環境教育指導者の派遣 

・「学校教員向け」、「環境活動者向け」人材育成講座の実施 

・市内小中学生を対象に環境意識向上に関するコンクールの実施 

・新たな自然環境に関する学習の機会の提供等を検討 

 

〇担当部署：教育委員会、建設部、環境部 

 

 
  

市内の小学校へ講師を派遣して、環境出前授業を実施しています。本事業の特徴は、児童た

ちが授業の中で学区内の自然にふれあう体験型授業により、身近な場所で自然を発見し、関心

を持つことを目的にしていることです。また学校の要望に応じて場所、実施内容を決めるオー

ダーメード授業も本事業の特徴です。児童たちは、身近な自然にふれあうことで生物多様性に

ついて学び、そして学んだことから自分たちに何ができるのかを考えることまで発展させてい

ます。平成 29 年度（2017年度）から令和元年（2019 年）までモデル事業として実施した後、

令和２年度（2020 年度）から事業化し、校数を増やして実施しています。 

学区の自然体験事業 

小学校での授業の様子 
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【継続施策】 

 

 

《4-3》 
みどりの基金の充実に向けた新たな財源確保手法の 
検討・実施 

 

方針・取組み 
・自然環境やみどりの保全のための「みどりの基金」の適切な活用 

・みどりのよこすかチャリティークリック協賛企業数の増加を目指す 

主な 

関連部署 
建設部 

SDGs 

マッピング 

 

《4-4》 
産・学・官等の連携及び役割分担によるみどりの 
保全・創出等の推進 

 

方針・取組み 
・教育の場や、企業等の CSR 活動における緑化推進の意識向上と主体的活動の支援 

・既存の市民協働モデル事業等を実施するとともに、モデル事業の拡充等の検討 

主な 

関連部署 
建設部 

SDGs 

マッピング 

 

環境保全活動を継続していくためには、市のみではなく市民や自然環境活動団体、民間の力

が必要です。横須賀市民官連携推進 WEB サイト「OPEN GATE YOKOSUKA」では、民間企業等に対

して、自然共生サイトの取組みの推進を発信し、自然共生サイト認定を含めた環境保全活動を

促進しています。 

 このような取組みの中、本市の市有地である芦名堰で、（公財）ニッセイ緑の財団が生物多

様性保全活動を行うこととなりました。そして令和７年（2025 年）３月に、芦名堰が自然共生

サイトとして環境大臣認定されました。この芦名堰での活動について、令和７年（2025 年）３

月 12 日に本市、(公財)ニッセイ緑の財団、(公財)日本自然保護協会が三者協定を締結しまし

た。今後、三者で連携して芦名堰の生物多様性を保全し、環境教育等にも活用していきます。 

 このような取組みを推進することで、ネイチャーポジティブの実現を目指していきます。 

自然共生サイトにおける民官連携 

三者協定 記者会見時の写真 
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